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唐津市相知交流文化センター

改正前 改正後

（１時間当たり） （１時間当たり）

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 400円

料金徴収する場合 800円 800円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

620円

料金徴収する場合 1,240円

800円 1,200円

料金徴収する場合 1,600円 2,400円

1,240円

料金徴収する場合 2,480円

1,600円 2,400円

料金徴収する場合 3,200円 4,800円

1,880円

料金徴収する場合 3,760円

2,440円 3,660円

料金徴収する場合 4,880円 7,320円

料金徴収する場合

300円 450円

料金徴収する場合 600円 900円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 600円

料金徴収する場合 800円 1,200円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 400円

料金徴収する場合 800円 800円

300円

料金徴収する場合 600円

400円 400円

料金徴収する場合 800円 800円

1,860円

料金徴収する場合 3,720円

1,240円 3,940円

料金徴収する場合 2,480円 5,800円

区分

会議室（１）
料金

冷暖房使用時

会議室（２）
料金

冷暖房使用時

和室（１）
料金

冷暖房使用時

和室（２）
料金

冷暖房使用時

会議室（３）
料金

冷暖房使用時

調理実習室
料金

冷暖房使用時

研修室

（全室利用）

料金

冷暖房使用時

エントランス

（展示）

料金

冷暖房使用時

研修室（A）
料金

冷暖房使用時

研修室（B）
料金

冷暖房使用時

控室（２）
料金

冷暖房使用時

舞台のみ
料金

冷暖房使用時

冷暖房使用時料金と統一

リハーサル室
料金

冷暖房使用時

控室（１）
料金

冷暖房使用時

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一

冷暖房使用時料金と統一
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5,220円 7,270円

料金徴収する場合 10,440円 14,540円

7,300円 9,350円

料金徴収する場合 14,600円 16,620円

料金徴収する場合

200円 300円

料金徴収する場合 400円 600円

10,460円 10,460円

料金徴収する場合 20,920円 20,920円

300円 300円

料金徴収する場合 600円 600円

1,240円 1,240円

料金徴収する場合 2,480円 2,480円

改正前 改正後
（１回当たり） （１回当たり）

調律費は含まない 3,870円 3,870円

60円 －

50円 －

40円 －

70円 －

60円 －

10円 －

10円 －

30円 －

20円 －

20円 －

150円 －

40円 －

10円 －

50円 －

30円 －

110円 －

40円 －

10円 －

10円 －

60円 －

10円 －

10円 －

30円 －

70円 －

600円 －

50円 －

10円 －

20円 －

80円 －

80円 －

40円 －

30円 －

1,150円 －

【備考】

【担当課】　　　　　　　　　　　　

相知市民センター産業・教育課　　

【電話番号】　　　　　　　　　　　

0955-53-7125　　　　　　　　　  

上敷ござ

区分

料金ステージ照明設備

ステージ音響設備料金

ホール音響設備 料金

ホール
料金

冷暖房使用時

ホワイエ（展

示）

料金

冷暖房使用時

冷暖房使用時料金と統一

プログラムスタンド

脚立（小）
ビデオプロジェクター

木台
人形立て
市旗
国旗
脚立（大）

箱階段
ナスカン付ワイヤー
蛇口マニラロープ
ローホリ隠しパネル
一般運搬車
金屏風

演奏者用譜面台運搬車
コントラバス奏者用椅子
移動用コード掛け
介錯棒

・令和５年４月１日以降に施設を利用する場合（ただし、令和４年１２月２３日より前に許可を

受けた場合を除く）は、改正後の使用料となります。

・改正後のグラウンドピアノを除く備品の使用料は、施設使用料に含んでいます。

冷暖房使用時料金と統一

木支木
平台つかみ金具

グランドピアノ
平台（４×６）
平台（３×６）
平台（２×６）
平台運搬車（大）
平台運搬車（小）
箱足
長座布団
高座用座布団

緋毛氈
司会者台
指揮者用譜面台
演奏者用譜面台


